
2019 年 9 月 10 日 

セゾン投信株式会社  

代表取締役社長 中野晴啓 

フィデューシャリー委員会 

 

当社フィデューシャリー宣言についての考え方と 

取り組み状況に関するご報告（臨時報告） 

 

2019 年 7 月 26 日より、下記の金融機関（以下、「当該販売委託先」）において、当社の 2

つのファンドをつみたて NISA 専用商品として販売委託することとしました。 

当臨時報告書は、当社が 2015 年 8 月 26 日に公表・宣言した「フィデューシャリー宣言」

（直近では 2019 年 1 月 30 日改定）の観点から、その考え方と取り組み状況についてまと

めたものです。 

（取り組み状況については 2019 年 7 月末現在の記述です。）

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

１． 当該販売委託先は、当社株主など当社と利害のある関係者等には当たりません。 

（フィデューシャリー宣言 ２の（１）関連） 

 

２． 当該販売委託先においては、当社の公表するフィデューシャリー宣言について同意

いただいております。 

（フィデューシャリー宣言 ２の（３）関連）  

 

３． 当社と当該販売委託先との間には、販売委託業務（セミナー等を含みます。）以外

に特別な関係はありません。 

（フィデューシャリー宣言 ２の（３）関連）  

 

４． 当社と当該販売委託先との間では、販売委託業務以外の他の取引は行っておりませ

ん。 

（フィデューシャリー宣言 ２の（４）関連）  

 

【追加販売委託先金融機関】 

滋賀銀行 

 



５． 当社は当該販売委託先の当社ファンドの提供に当たっては、両社の提供するサービ

スレベルは同等と判断いたしました。そのため、当社が運用・販売しております 2 

本のファンドと同一費用のファンドを当該販売委託先に提供することといたしま

した。 

（フィデューシャリー宣言 ３の（２）関連）  

 

６． 当該販売委託先において取り扱う当社の 2 本のファンドは、当社が直接販売にお

いて募集・販売を行っているファンドと全く同一のファンドであり、同一の費用体

系であります。 

（フィデューシャリー宣言 ３の（４）関連）」 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


